
令 和 ２ 年 ７ 月 

田辺市総務部契約課 

 

水道施設工事における給水装置工事主任技術者の配置確認について 

 

水道施設工事の技術審査時の方法について、一部改正しますのでご留意ください。 

従来は、主任技術者等（１級・２級土木施工管理技士等）の配置と田辺市指定給水装置工

事事業者（以下、指定事業者という。）であることが条件でしたが、令和２年10月１日以降

に入札公告を行う水道施設工事から、工事ごとに給水装置工事主任技術者（以下、給水主任

技術者という。）の配置を確認させていただくことになります。 

水道法や水道法施行規則において、給水主任技術者の職務として、給水装置工事に関する

技術上の管理、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行い、発注者との工事に係

る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整などを行うことなどが規定されてお

り、工程管理・品質管理・安全管理を行っていただく上で、給水主任技術者の役割は非常に

重要な位置づけとなっています。今後は、給水主任技術者の配置を確認することにより、工

事をスムーズに施行することを目的としていますので、ご理解ご協力をお願いします。 

なお、配置の確認については下図のとおりとし、水道部で行っています指定事業者の給水

主任技術者の選任と、受注者との雇用関係は必要といたしますが、現場への常駐義務や他の

工事との兼務の制限等はございません。 

 

☆令和２年10月１日以降 

入札（落札候補者に決定） 

↓ 

水道部へ提出 

〇給水装置工事主任技術者の届出 （FAX届出可） 

【提出書類 ３種類】 

 ・給水主任技術者通知書（ホームページに様式を掲載） 

 ・経歴書（様式は現場代理人、主任技術者等と同じもの） 

  ※雇用関係を確認 

 ・給水主任技術者免状の写し 

※水道部で届出書に確認印（受付印）を押印し、落札候補者に返却 

↓ 

契約課へ提出 〇従来の技術審査資料 ＋ 水道部で受付印を押印した書類 

↓ 

落札決定 

 

※この改正は令和２年 10 月１日以降に入札公告を行う入札から適用します。 


